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(注 )こ の受領証記載の金額は個人については、所得税法第78条第2項第1号、及び地方税法第37

条の2第 1項第1号 、並びに第314条の7第 1項第1号 に規定する寄付金に該当します。法人に

ついては、法人税法第37条第3項第1号 の規定に基づ く寄付金に該当します。
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義援金として、上記の金額を確かに

※取扱者印のない

ものは無効です。


